
 
支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

７９８ プロトンポンプ・インヒビター（再発・再燃の胃潰瘍又は十二指腸 

潰瘍）の算定について 

 

《令和８年３月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

  内視鏡検査等の実施がレセプトで確認ができない場合の再発・再燃の胃潰

瘍又は十二指腸潰瘍に対するプロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）の算定

は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

胃潰瘍、十二指腸潰瘍の再発・再燃においては、心窩部痛や胸やけ、吐き気

等の自覚症状により診断することは臨床上可能であり、プロトンポンプ・イン

ヒビター（ＰＰＩ）の投与に当たって、必ずしも上部消化管内視鏡検査を必要

としない。 

以上のことから、再発・再燃の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に対するプロトンポ

ンプ・インヒビター（ＰＰＩ）の算定は、内視鏡検査等の実施がレセプトで確

認できない場合であっても原則として認められると判断した。 
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